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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射ビームの断面にパターンを与えて、パターン付き放射ビームを形成することができ
るパターニングデバイスを支持するように構成された支持体と、
　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　液体を基板の上面の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、
　前記液体を通して前記パターン付き放射ビームを前記基板のターゲット部分に投影する
ように構成された投影システムと、
　前記基板を横切る１列の連続するダイのそれぞれを露光する間の前記投影システム下の
前記基板の移動が、前記上面に実質的に平行な面にある第一方向に対して前方のみである
ように、前記基板テーブルと前記支持体との動作を整合させるような構成の制御装置と、
を備え、
　前記制御装置は、前記１列の連続するダイのそれぞれが露光された後、前記基板が前記
投影システムの最終要素の下を囲む、前記液体が満たされた空間の下にない場合に、前記
第一方向の面で前記第一方向に対して実質的に直角である第二方向に基板を移動させるよ
うに構成されている、リソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記第二の方向へ基板の移動後、前記基板を横切る第二の列の連続するダイのそれぞれ
が露光され、前記制御装置は、前記第二の列の連続するダイのそれぞれを露光する間の前
記投影システム下の前記基板の移動が、前記第一方向に対して後方のみであるように、前
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記基板テーブルと前記支持体との動作を整合させるように構成されている、請求項１に記
載のリソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記第二方向への移動が、前記基板テーブルが前記投影システムの最
終要素の下に配置されている場合になされるように構成されている、請求項１又は請求項
２のいずれかに記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、最終列のダイが露光された後、前記液体供給システムの開口を閉鎖す
るよう構成された前記基板テーブル上の終了プレートが、前記基板の前記液体供給システ
ムと同じ側にあるように前記基板テーブルが配置されるような順序で、前記基板の全体に
わたって複数列のダイの前記露光を繰り返すことによって、前記基板を露光するように構
成されている、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記ダイの列の前記露光中に、前記基板テーブルが１方向のみに移動
するように構成されている、請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のリソグラフィ
装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記投影システム下で前記第一方向に対して後方および／または前方
に移動するだけの前記基板テーブルによって、前記基板の前記上面全体が露光されるよう
に構成されている、請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記基板の全ダイが１列のダイの一部として露光され、個々の列の最
後で前記基板の一方の端部に位置する各最終ダイのスキャン方向が、前記基板の中心から
外側への成分を有する方向であるように構成されている、請求項１乃至請求項４のいずれ
か一項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
　放射ビームの断面にパターンを与えて、パターン付き放射ビームを形成することができ
るパターニングデバイスを支持するように構成された支持体と、
　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　液体を基板の上面の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、
　前記液体を通して前記パターン付き放射ビームを前記基板のターゲット部分に投影する
ように構成された投影システムと、
　１列の連続するダイのそれぞれを前記基板に露光する間に、前記基板テーブルが前記上
面に実質的に平行な面で第一方向に動作し、前記連続するダイのそれぞれを露光中に前記
基板を前記第一方向のみにスキャンするように前記支持体が動作するように、前記支持体
および前記基板テーブルの動作を制御するような構成である制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記１列のダイが露光された後、前記基板が前記投影システムの最終
要素の下を囲む、前記液体が満たされた空間の下にない場合に、前記第一方向の面で前記
第一方向に対して実質的に直角である第二方向に基板を移動させるように構成されている
、リソグラフィ装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記一列のダイの第１のダイのスキャンが終了したときに、前記第１
のダイに隣接する第２のダイが追加のステップ動作なしに露光開始位置に位置するように
、前記支持体および前記基板テーブルの動作を制御するような構成である、請求項８に記
載のリソグラフィ装置。
【請求項１０】
　投影システムと基板の間に設けられた液体を通して、パターン付き放射ビームを前記基
板に投影するために前記投影システムを使用することを含むデバイス製造方法であって、
前記基板が投影システムの下で、前記基板の上面に実質的に平行な面にある第一方向に対
して前方にのみ動作することによって、前記基板を横切る１列の連続するダイのそれぞれ
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が露光され、
　前記ダイの列が露光された後、前記基板が前記投影システムの最終要素の下を囲む、前
記液体が満たされた空間の下にない場合に、前記第一方向の面で前記第一方向に対して実
質的に直角である第二方向に基板を移動させる、方法。
【請求項１１】
　投影システムと基板の間に設けられた液体を通して、パターン付き放射ビームを前記基
板に投影するために前記投影システムを使用することを含むデバイス製造方法であって、
前記基板の上面に実質的に平行な面で第一方向に前記基板を移動させ、１列の連続するダ
イそれぞれの露光中に前記基板を前記第一方向のみにスキャンするように、前記パターン
付き放射ビームを制御することによって、前記１列の連続するダイのそれぞれが露光され
、
　前記ダイの列が露光された後、前記基板が前記投影システムの最終要素の下を囲む、前
記液体が満たされた空間の下にない場合に、前記第一方向の面で前記第一方向に対して実
質的に直角である第二方向に基板を移動させる、方法。
【請求項１２】
　前記一列のダイの第１のダイのスキャンが終了したときに、前記第１のダイに隣接する
第２のダイが追加のステップ動作なしに露光開始位置に位置するように、前記基板を移動
させる、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001]　本発明はリソグラフィ装置およびデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
[0002]　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板に、通常は基板のターゲット部分に
適用する機械である。リソグラフィ装置は例えば、集積回路（ＩＣ）の製造に使用可能で
ある。このような場合、代替的にマスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニングデバイ
スを使用して、ＩＣの個々の層上に形成すべき回路パターンを生成することができる。こ
のパターンを、基板（例えばシリコンウェーハ）上のターゲット部分（例えば１つまたは
幾つかのダイの一部を備える）に転写することができる。パターンの転写は通常、基板に
設けた放射感応性材料（レジスト）の層への結像により行われる。一般的に、１枚の基板
は、順次パターンが与えられる網の目状の互いに近接したターゲット部分を含んでいる。
既知のリソグラフィ装置は、パターン全体をターゲット部分に１回で露光することによっ
て各ターゲット部分が照射される、いわゆるステッパと、基板を所定の方向(「スキャン
」方向）と平行あるいは逆平行にスキャンしながら、パターンを所定の方向（「スキャン
」方向）に放射ビームでスキャンすることにより、各ターゲット部分が照射される、いわ
ゆるスキャナとを具備している。パターンを基板にインプリントすることによっても、パ
ターニングデバイスから基板へとパターンを転写することが可能である。
【０００３】
[0003]　リソグラフィ投影装置では、投影システムの最終要素と基板との間のスペースを
充填するように、基板を水などの比較的高い屈折率を有する液体に液浸することが提案さ
れている。その要点は、より微細なフィーチャを結像可能にすることである。というのは
、露光放射が、液体中の方が短い波長を有するからである（液体の効果は、システムの有
効ＮＡを上げ、焦点深度も上げることと考えることもできる。）。固体粒子（例えば石英
）が浮遊している水などの他の液浸液が提示されている。
【０００４】
[0004]　しかし、基板を、または基板と基板テーブルを液体の浴槽に浸すこと（例えば米
国特許ＵＳ４，５０９，８５２号参照）は、スキャン露光中に加速すべき大きい塊の液体
があることでもある。これには、追加のモータまたはさらに強力なモータが必要であり、
液体中の乱流が望ましくない予測不能な効果を引き起こすことがある。
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【０００５】
[0005]　提案されている解決法の１つは、液体供給システムが、液体封じ込めシステムを
使用して、基板の局所的区域および投影システムの最終要素と基板の間にのみ液体を提供
することである（基板は通常、投影システムの最終要素より大きい表面積を有する）。こ
れを配置構成するための１つの知られている方法が国際公開公報ＷＯ９９／４９５０４号
で開示されている。図２および図３に図示されているように、液体が少なくとも１つの入
口ＩＮによって基板上に、好ましくは最終要素に対する基板の動作方向に沿って供給され
、投影システムの下を通過した後に少なくとも１つの出口ＯＵＴによって除去される。つ
まり、基板Ｗが－Ｘ方向にて要素の下でスキャンされると、液体が要素の＋Ｘ側にて供給
され、－Ｘ側にて取り上げられる。図２は、液体が入口ＩＮを介して供給され、低圧源に
接続された出口ＯＵＴによって要素の他方側で取り上げられる構成を概略的に示したもの
である。図２の図では、液体が最終要素に対する基板の動作方向に沿って供給されるが、
そのとおりである必要はない。最終要素の周囲に配置された入口および出口の様々な方向
および数が可能であり、一例が図３に図示され、ここでは各側に４組の入口と出口が、最
終要素の周囲の規則的パターンで設けられる。
【０００６】
[0006]　局所的液体供給システムでのさらなる液浸リソグラフィの解決法が、図４に図示
されている。液体は、投影システムＰＬの各側にある２本の溝入口ＩＮによって供給され
、入口ＩＮの外側に放射状に配置された複数の別個の出口ＯＵＴによって除去される。入
口ＩＮおよびＯＵＴは、中心に穴があり、投影される投影ビームが通る板に配置すること
ができる。液体は、投影システムＰＬの一方側にある１つの溝入口ＩＮによって供給され
て、投影システムＰＬの他方側にある複数の別個の出口ＯＵＴによって除去され、これに
よって投影システムＰＬと基板Ｗの間に液体の薄膜の流れが生じる。どの組合せの入口Ｉ
Ｎと出口ＯＵＴを使用するかの選択は、基板Ｗの動作方向によって決定することができる
（他の組合せの入口ＩＮおよび出口ＯＵＴは不活性である）。
【０００７】
[0007]　それぞれ参照により全体が本明細書に組み込まれる欧州特許出願公開ＥＰ１４２
０３００号および米国特許出願公開ＵＳ２００４－０１３６４９４号では、ツインまたは
デュアルステージ液浸リソグラフィ装置の概念が開示されている。このような装置には、
基板を支持するために２つのテーブルを設けられている。第一位置にあるテーブルで、液
浸液がない状態でレベリング測定を実行し、液浸液が存在する第二位置にあるテーブルで
、露光を実行する。あるいは、装置は、１つのテーブルのみを有してもよい。
【０００８】
[0008]　液浸リソグラフィの問題は、基板の最上面に液浸液を使用するせいで、製品に結
像欠陥が持ち込まれることである。これらの結像欠陥の大部分は、液浸液の粒子を通して
持ち込まれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
[0009]　液浸リソグラフィ装置で液浸液の使用によって持ち込まれる欠陥を減少させるこ
とが望ましい。実施形態では、粒子印刷と、結像後に残り、液体マークにつながる液体小
滴との両方が減少する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
[00010]　本発明の一態様によれば、放射ビームの断面にパターンを与えて、パターン付
き放射ビームを形成することができるパターニングデバイスを支持するように構成された
支持体と、基板を保持するように構成された基板テーブルと、液体を基板の上面の局所的
区域に提供するように構成された液体供給システムと、液体を通してパターン付き放射ビ
ームを基板のターゲット部分に投影するように構成された投影システムと、１列のダイを
基板全体に結像する間に、基板テーブルと支持体との動作を整合させるような構成であり
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、したがってダイの列が投影システムの下で、上面に実質的に平行な面にある第一方向に
実質的に平行な方向で後方および／または前方にのみ動作することによって整合が達成さ
れる制御装置とを備えるリソグラフィ装置が提供される。
【００１１】
[00011]　本発明のさらなる一態様によれば、放射ビームの断面にパターンを与えて、パ
ターン付き放射ビームを形成することができるパターニングデバイスを支持するように構
成された支持体と、基板を保持するように構成された基板テーブルと、液体を基板の上面
の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、液体を通してパターン付
き放射ビームを基板のターゲット部分に投影するように構成された投影システムと、１列
のダイを基板に結像する間に、基板テーブルが上面に実質的に平行な面で第一方向に動作
し、各ダイの露光中に基板を第一方向にスキャンするように支持体が動作するように、支
持体および基板テーブルの動作を制御するような構成である制御装置とを備えるリソグラ
フィ装置が提供される。
【００１２】
[00012]　本発明のさらなる一態様によれば、放射ビームの断面にパターンを与えて、パ
ターン付き放射ビームを形成することができるパターニングデバイスを支持するように構
成された支持体と、基板を保持するように構成された基板テーブルと、液体を基板の上面
の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、液体を通してパターン付
き放射ビームを基板のターゲット部分に投影するように構成された投影システムと、基板
の中心区間の結像中に、スキャン動作はステップ動作に対して実質的に直角であり、基板
の外側区域の結像中に、ステップ動作とスキャン動作が組み合わせられるか、実質的に逆
平行であるように支持体と基板テーブルの動作を制御するような構成である制御装置とを
備えるリソグラフィ装置が提供される。
【００１３】
[00013]　本発明のさらなる一態様によれば、放射ビームの断面にパターンを与えて、パ
ターン付き放射ビームを形成することができるパターニングデバイスを支持するように構
成された支持体と、基板を保持するように構成された基板テーブルと、液体を基板の上面
の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、液体を通してパターン付
き放射ビームを基板のターゲット部分に投影するように構成された投影システムと、基板
の上面の少なくとも一部を結像中に、基板テーブルのスキャン動作とステップ動作とを１
つの動作または実質的に平行である別個の動作として、少なくとも部分的に組み合わせる
ように支持体と基板テーブルの動作を制御するような構成である制御装置とを備えるリソ
グラフィ装置が提供される。
【００１４】
[00014]　本発明のさらなる一態様によれば、放射ビームの断面にパターンを与えて、パ
ターン付き放射ビームを形成することができるパターニングデバイスを支持するように構
成された支持体と、基板を保持するように構成された基板テーブルと、液体を基板の上面
の局所的区域に提供するように構成された液体供給システムと、液体を通してパターン付
き放射ビームを基板のターゲット部分に投影するように構成された投影システムと、結像
中に全スキャン動作が１方向であるように支持体と基板テーブルの動作を制御するような
構成である制御装置とを備えるリソグラフィ装置が提供される。
【００１５】
[00015]　本発明のさらなる一態様によれば、投影システムと基板の間に設けられた液体
を通して、パターン付き放射ビームを基板に投影するために投影システムを使用すること
を含むデバイス製造方法が提供され、１列のダイが投影システムの下で、基板の上面に実
質的に平行な面にある第一方向に実質的に平行な方向で後方および／または前方にのみ動
作することによって、基板全体のダイの列が結像される。
【００１６】
[00016]　本発明のさらなる一態様によれば、投影システムと基板の間に設けられた液体
を通して、パターン付き放射ビームを基板に投影するために投影システムを使用すること
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を含むデバイス製造方法が提供され、基板の上面に実質的に平行な面で第一方向に基板を
動作させ、各ダイの露光中に基板を第一方向にスキャンするように、パターン付き放射ビ
ームを制御することによって、１列のダイが結像される。
【００１７】
[00017]　本発明のさらなる一態様によれば、投影システムと基板の間に設けられた液体
を通して、パターン付き放射ビームを基板に投影するために投影システムを使用すること
を含むデバイス製造方法が提供され、基板の中心区間の結像中に、スキャン動作はステッ
プ動作に対して実質的に直角であり、基板の外側区域の結像中に、ステップ動作とスキャ
ン動作が組み合わせられるか、実質的に逆平行である。
【００１８】
[00018]　本発明のさらなる一態様によれば、投影システムと基板の間に設けられた液体
を通して、パターン付き放射ビームを基板に投影するために投影システムを使用すること
を含むデバイス製造方法が提供され、基板のスキャン動作とステップ動作とが、１つの動
作または実質的に平行である別個の動作として、少なくとも部分的に組み合わせられる。
【００１９】
[00019]　本発明のさらなる一態様によれば、投影システムと基板の間に設けられた液体
を通して、パターン付き放射ビームを基板に投影するために投影システムを使用すること
を含むデバイス製造方法が提供され、結像中に、全スキャン動作は１方向である。
【００２０】
[00020]　次に、本発明の実施形態を添付の略図を参照しながら、ほんの一例として説明
する。図面では対応する参照記号は対応する部品を示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
[00035]　図１は、本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を概略的に示したもので
ある。この装置は、
　放射ビームＢ（例えばＵＶ放射またはＤＵＶ放射）を調節するように構成された照明シ
ステム（イルミネータ）ＩＬと、
　パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するように構成され、特定のパラメ
ータに従ってパターニングデバイスを正確に位置決めするように構成された第一位置決め
装置ＰＭに接続された支持構造体（例えばマスクテーブル）ＭＴと、
　基板（例えばレジストコートウェーハ）Ｗを保持するように構成され、特定のパラメー
タに従って基板を正確に位置決めするように構成された第二位置決め装置ＰＷに接続され
た基板テーブル（例えばウェーハテーブル）ＷＴと、
　パターニングデバイスＭＡによって放射ビームＢに与えられたパターンを基板Ｗのター
ゲット部分Ｃ（例えば１つまたは複数のダイを含む）に投影するように構成された投影シ
ステム（例えば屈折投影レンズシステム）ＰＳとを含む。
【００２２】
[00036]　照明システムは、放射の誘導、成形、または制御を行うための、屈折、反射、
磁気、電磁気、静電気型等の光学コンポーネント、またはその任意の組み合わせなどの種
々のタイプの光学コンポーネントを含んでいてもよい。
【００２３】
[00037]　支持構造体は、パターニングデバイスを支持、つまりその重量を支えている。
該マスク支持構造体は、パターニングデバイスの方向、リソグラフィ装置の設計等の条件
、例えばパターニングデバイスが真空環境で保持されているか否かに応じた方法で、パタ
ーニングデバイスを保持する。この支持構造体は、パターニングデバイスを保持するため
に、機械的、真空、静電気等のクランプ技術を使用することができる。支持構造体は、例
えばフレームまたはテーブルでよく、必要に応じて固定式または可動式でよい。支持構造
体は、パターニングデバイスが例えば投影システムなどに対して確実に所望の位置にくる
ようにできる。本明細書において「レチクル」または「マスク」という用語を使用した場
合、その用語は、より一般的な用語である「パターニングデバイス」と同義とみなすこと
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ができる。
【００２４】
[00038]　本明細書において使用する「パターニングデバイス」という用語は、基板のタ
ーゲット部分にパターンを生成するように、放射ビームの断面にパターンを与えるために
使用し得る任意のデバイスを指すものとして広義に解釈されるべきである。ここで、放射
ビームに与えられるパターンは、例えばパターンが位相シフトフィーチャまたはいわゆる
アシストフィーチャを含む場合、基板のターゲット部分における所望のパターンに正確に
は対応しないことがある点に留意されたい。一般的に、放射ビームに与えられるパターン
は、集積回路などのターゲット部分に生成されるデバイスの特別な機能層に相当する。
【００２５】
[00039]　パターニングデバイスは透過性または反射性でよい。パターニングデバイスの
例には、マスク、プログラマブルミラーアレイ、およびプログラマブルＬＣＤパネルがあ
る。マスクはリソグラフィにおいて周知のものであり、これには、バイナリマスク、レベ
ンソン型（Alternating）位相シフトマスク、ハーフトーン型（Attenuated）位相シフト
マスクのようなマスクタイプ、さらには様々なハイブリッドマスクタイプも含まれる。プ
ログラマブルミラーアレイの一例として、小さなミラーのマトリクス配列を使用し、その
ミラーは各々、入射する放射ビームを異なる方向に反射するよう個々に傾斜することがで
きる。傾斜したミラーは、ミラーマトリクスによって反射する放射ビームにパターンを与
える。
【００２６】
[00040]　本明細書において使用する「投影システム」という用語は、例えば使用する露
光放射、または液浸液の使用や真空の使用などの他の要因に合わせて適宜、例えば屈折光
学システム、反射光学システム、反射屈折光学システム、磁気光学システム、電磁気光学
システムおよび静電気光学システム、またはその任意の組合せを含む任意のタイプの投影
システムを網羅するものとして広義に解釈されるべきである。本明細書において「投影レ
ンズ」という用語を使用した場合、これはさらに一般的な「投影システム」という用語と
同義とみなされる。
【００２７】
[00041]　ここに示している本装置は透過タイプである（例えば透過マスクを使用する）
。あるいは、装置は反射タイプでもよい（例えば上記で言及したようなタイプのプログラ
マブルミラーアレイを使用する、または反射マスクを使用する）。
【００２８】
[00042]　リソグラフィ装置は２つ（デュアルステージ）またはそれ以上の基板テーブル
（および／または２つ以上のマスクテーブル）を有するタイプでよい。このような「マル
チステージ」機械においては、追加のテーブルを並行して使用するか、１つまたは複数の
他のテーブルを露光に使用している間に１つまたは複数のテーブルで予備工程を実行する
ことができる。
【００２９】
[00043]　図１を参照すると、イルミネータＩＬは放射源ＳＯから放射ビームを受ける。
放射源とリソグラフィ装置とは、例えば放射源がエキシマレーザである場合に、それぞれ
別々の構成要素であってもよい。このような場合、放射源はリソグラフィ装置の一部を形
成するとみなされず、放射ビームは、例えば適切な誘導ミラーおよび／またはビームエク
スパンダなどを備えるビームデリバリシステムＢＤの助けにより、放射源ＳＯからイルミ
ネータＩＬへと渡される。他の事例では、例えば放射源が水銀ランプの場合は、放射源が
リソグラフィ装置の一体部分であってもよい。放射源ＳＯおよびイルミネータＩＬは、必
要に応じてビームデリバリシステムＢＤとともに放射システムと呼ぶことができる。
【００３０】
[00044]　イルミネータＩＬは、放射ビームの角度強度分布を調節するアジャスタＡＤを
備えていてもよい。通常、イルミネータの瞳面における強度分布の外側および／または内
側半径範囲（一般にそれぞれ、σ-outerおよびσ-innerと呼ばれる）を調節することがで
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きる。また、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮおよびコンデンサＣＯなどの他の
種々のコンポーネントを備えていてもよい。また、イルミネータを用いて放射ビームを調
整し、その断面にわたって所望の均一性と強度分布とが得られるようにしてもよい。
【００３１】
[00045]　放射ビームＢは、支持構造体（例えばマスクテーブル）ＭＴ上に保持されたパ
ターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡに入射し、パターニングデバイスによってパタ
ーンが与えられる。放射ビームＢはパターニングデバイスＭＡを通り抜けて、基板Ｗのタ
ーゲット部分Ｃ上にビームを集束する投影システムＰＳを通過する。第二位置決め装置Ｐ
Ｗおよび位置センサＩＦ（例えば干渉計デバイス、リニアエンコーダまたは容量センサ）
の助けにより、基板テーブルＷＴを、例えば放射ビームＢの経路において様々なターゲッ
ト部分Ｃに位置決めするように正確に移動できる。同様に、第一位置決め装置ＰＭおよび
別の位置センサ（図１には明示されていない）を使用して、例えばマスクライブラリから
機械的に検索した後に、またはスキャン中に、放射ビームＢの経路に対してパターニング
デバイスＭＡを正確に位置決めすることができる。一般的に、支持構造体ＭＴの移動は、
第一位置決め装置ＰＭの部分を形成するロングストロークモジュール（粗動位置決め）お
よびショートストロークモジュール（微動位置決め）を用いて実現できる。同様に、基板
テーブルＷＴの移動は、第二位置決め装置ＰＷの部分を形成するロングストロークモジュ
ールおよびショートストロークモジュールの助けにより実現できる。ステッパの場合（ス
キャナとは対照的に）、支持構造体ＭＴをショートストロークアクチュエータのみに接続
するか、固定してもよい。パターニングデバイスＭＡおよび基板Ｗは、パターニングデバ
イスアラインメントマークＭ１、Ｍ２および基板アラインメントマークＰ１、Ｐ２を使用
して位置合わせすることができる。図示のような基板アラインメントマークは、専用のタ
ーゲット位置を占有するが、ターゲット部分の間のスペースに配置してもよい（スクライ
ブレーンアラインメントマークと呼ばれる）。同様に、パターニングデバイスＭＡ上に複
数のダイを設ける状況では、パターニングデバイスアラインメントマークをダイ間に配置
してもよい。
【００３２】
[00046]　図示のリソグラフィ装置は以下のモードのうち少なくとも１つにて使用可能で
ある。
　１．ステップモードにおいては、支持構造体ＭＴおよび基板テーブルＷＴは、基本的に
静止状態に維持される一方、放射ビームに与えたパターン全体が１回でターゲット部分Ｃ
に投影される（すなわち１回の静止露光）。次に、別のターゲット部分Ｃを露光できるよ
うに、基板テーブルＷＴがＸ方向および／またはＹ方向に移動される。ステップモードで
は、露光フィールドの最大サイズによって、１回の静止露光で像が形成されるターゲット
部分Ｃのサイズが制限される。
　２．スキャンモードにおいては、支持構造体ＭＴおよび基板テーブルＷＴは同期的にス
キャンされる一方、放射ビームに与えられたパターンをターゲット部分Ｃに投影する（つ
まり１回の動的露光）。支持構造体ＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向は、
投影システムＰＳの拡大（縮小）および像反転特性によって求めることができる。スキャ
ンモードでは、露光フィールドの最大サイズによって、１回の動的露光におけるターゲッ
ト部分の（非スキャン方向における）幅が制限され、スキャン動作の長さによってターゲ
ット部分の（スキャン方向における）高さが決まる。
　３．別のモードでは、支持構造体ＭＴはプログラマブルパターニングデバイスを保持し
て基本的に静止状態に維持され、基板テーブルＷＴを移動またはスキャンさせながら、放
射ビームに与えられたパターンをターゲット部分Ｃに投影する。このモードでは、一般に
パルス状放射源を使用して、基板テーブルＷＴを移動させる毎に、またはスキャン中に連
続する放射パルスの間で、プログラマブルパターニングデバイスを必要に応じて更新する
。この動作モードは、以上で言及したようなタイプのプログラマブルミラーアレイなどの
プログラマブルパターニングデバイスを使用するマスクなしリソグラフィに容易に利用で
きる。
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【００３３】
[00047]　上述した使用モードの組合せおよび／または変形、または全く異なる使用モー
ドも利用できる。
【００３４】
[00048]　提案されている別の液浸リソグラフィの解決法と局所的液体供給システムの解
決法は、投影システムの最終要素と基板テーブルの間にあるスペースの境界の少なくとも
一部に沿って延在するバリア部材を、液体供給システムに設けることである。図５は、投
影システムＰＳと基板Ｗの間のスペース１１を液体で充填するために使用可能であるこの
ような液体供給システムＩＨを断面図で示す。この液体供給システムは一例にすぎず、基
板の局所区域に液体を供給する（つまり、１回で基板の上面全体には供給しない）多くの
他のタイプの液体供給システムを代わりに使用することができ、特にガスナイフがなく、
液体を収容するためにメニスカスを固定する機構に頼る場合はそうである。
【００３５】
[00049]　図５を参照すると、バリア部材１２は、投影システムＰＳの最終要素と基板Ｗ
の間のスペース１１の少なくとも一部に液体を含む。バリア部材１２は、投影システムＰ
Ｓの底縁を囲んでいる。バリア部材は、ＸＹ面では投影システムに対して実質的に静止し
ているが、Ｚ方向（光軸の方向）には多少の相対的動作があってよい。ある実施形態では
、基板の上面に面するバリア部材の底面と基板の表面の間にシールが形成され、これはガ
スシールなどの非接触シールでよい。基板の非接触シール１６は、投影システムの像フィ
ールドの周囲に形成することができ、したがって液体は、基板表面と投影システムの最終
要素との間のスペースに閉じ込められる。スペースは、投影システムＰＬの最終要素の下
方に配置され、それを囲むバリア部材１２によって少なくとも一部は形成される。液体は
、液体入口１３によって投影システムの下方でバリア部材１２内のスペースに運び込まれ
、液体出口１３によって除去することができる。バリア部材１２は、投影システムの最終
要素の少し上まで延在し、液体のバッファが提供されるように、液体レベルが最終要素の
上まで上昇する。バリア部材１２は、その上端が実施形態では投影システムまたはその最
終要素の形状に非常に一致することができ、例えば円形でよい内周を有する。底部では、
内周は像フィールドの形状に非常に一致し、例えば長方形であるが、そうである必要はな
い。
【００３６】
[00050]　液体は、使用中にバリア部材１２の底部と基板Ｗの表面との間に形成されるガ
スシール１６によってスペース１１に収容される。ガスシールは、空気または合成空気の
ような気体で形成されるが、実施形態ではＮ2または別の不活性ガスであることが好まし
く、圧力下で入口１５を介してバリア部材１２と基板の間のギャップに提供され、出口１
４を介して抽出される。ガス入口１５への過剰圧力、出口１４への真空のレベル、および
ギャップの幾何学的形状は、液体を封じ込める内側への高速の気体流があるように構成さ
れる。これらの入口／出口は、スペース１１を囲む環状溝でよく、気体１６の流れは、液
体をスペース１１に収容させるのに効果的である。このようなシステムが、参照により全
体が本明細書に組み込まれる米国特許出願公開ＵＳ２００４－０２０７８２４号で開示さ
れている。
【００３７】
[00051]　図６は、別のタイプの液体供給システムＩＨを示す。バリア部材１２は、投影
システムＰＳの最終要素の周囲に延在し、したがってバリア部材（シール部材と呼ばれる
こともある）は全体的形状が、例えば実質的に環状である。
【００３８】
[00052]　バリア部材１２の機能は、投影ビームが液体を通過できるように、投影システ
ムＰＳと基板Ｗの間のスペースに液体を少なくとも部分的に維持または閉じ込めることで
ある。液体の最上レベルは、単にバリア部材１２の存在によって封じ込められ、そのスペ
ース内の液体レベルは、液体がバリア部材１２の頂部から溢れないように維持される。シ
ールが、バリア部材１２の底部と基板Ｗの間に設けられる。図６では、シールは非接触シ
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ールであり、幾つかの構成要素で構成される。投影システムＰＳの光軸から半径方向外側
に働き、スペース内に延在する（しかし投影ビームの経路には入らない）（任意的な）流
れ制御板５０が設けられ、流れ制御板５０は入口２０から出てスペースを横断し、次に入
口の反対側で、それと同じレベルにある出口（図示せず）を通って出る液浸液の平行な流
れを維持するのに役立つ（したがって、液浸液は投影システムの最終要素と基板の間のス
ペースを横断して流れる）。流れ制御板５０は、投影システムＰＳおよび／または基板Ｗ
に対してバリア部材１２の光軸の方向への動作に対する抵抗を低下させるために、自身内
に１つまたは複数の貫通穴５５を有する。この液体の流れを使用して、基板Ｗの縁部と基
板を支持する基板テーブルＷＴとの間のギャップを全て充填するのに役立てる。このギャ
ップが液体で充填されないと、基板Ｗの縁部がバリア部材１２の下方を通過する場合に、
投影システムＰＳと基板Ｗの間のスペースの液体に気泡が含まれる可能性が高くなる。
【００３９】
[00053]　出口６０の半径方向外側には、バリア部材１２と基板Ｗの間から液体を抽出す
る抽出器アセンブリ７０がある。抽出器７０は、以下でさらに詳細に説明され、バリア部
材１２と基板Ｗの間に生成された非接触シールの一部を形成する。
【００４０】
[00054]　抽出器アセンブリの半径方向外側には、入口８２を通して大気に、出口８４を
介して低圧源に接続される窪み８０がある。窪み８０の半径方向外側にはガスナイフ９０
がある。抽出器、窪みおよびガスナイフの配置構成は、米国特許出願第ＵＳ２００６－０
１５８６２７号で詳細に開示されている。しかし、その文書では抽出器アセンブリの配置
構成が異なる。
【００４１】
[00055]　抽出器アセンブリ７０は、参照により全体が本明細書に組み込まれる米国特許
出願ＵＳ２００６－００３８９６８号で開示されているような液体除去装置または抽出器
または出口９５を備える。任意のタイプの液体抽出器を使用することができる。実施形態
では、液体除去装置９５は、単一液体相の液体抽出を可能にするように液体を気体から分
離するために使用される多孔性材料９６で覆われた出口を備える。多孔性材料９６の下流
の室９７は、わずかに低圧に維持され、液体で充填される。室９７内の低圧は、多孔性材
料の穴に形成されたメニスカスが周囲気体（例えば空気）が液体除去装置９５の室９７内
に引き込まれることを防止するような圧力である。しかし、多孔性材料９６が液体と接触
すると、流れを制限するメニスカスがなくなり、液体が液体除去装置９５の室９７内に自
由に流れ込むことができる。多孔性材料９６は、バリア部材１２に沿って半径方向内側に
（さらにスペースの周囲に）延在し、その抽出速度は、多孔性材料９６が液体で覆われる
程度に従って変化する。
【００４２】
[00056]　液体抽出の機能とメニスカス制御の機能を相互から分離し、それぞれに対して
バリア部材１２を最適化できるように、液体除去装置９５と基板Ｗの間に板２００を設け
る。
【００４３】
[00057]　板２００は、分割器、または液体除去装置９５と基板Ｗの間のスペースを２本
の流路、つまり上部流路２２０と下部流路２３０に分割する機能を有する任意の他の要素
であり、上部流路２２０は板２００の上面と液体除去装置９５の間にあり、下部流路２３
０は板２００の下面と基板Ｗの間にある。各流路は、その半径方向で最も内側の端部でス
ペースに対して開いている。
【００４４】
[00058]　上部流路２２０には、例えば１つまたは複数の貫通穴２５０などの１つまたは
複数のガス抜き穴２５０を通して大気へと開いたままにするのではなく、低圧を加えるこ
とができる。この方法で、上部流路２２０の方を広くすることができる。
【００４５】
[00059]　したがって、板２００については、２つのメニスカス３１０、３２０がある。
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第一メニスカス３１０は板２００の上に配置され、多孔性材料９６と板２００の上面の間
に延在し、第二メニスカス３２０は板２００の下に配置され、板２００と基板Ｗの間に延
在する。この方法で、例えば抽出器アセンブリ７０は、液体を最適に抽出するために第一
メニスカス３１０を制御し、第二メニスカス３２０の粘性抵抗長さが減少するよう第二メ
ニスカス３２０を位置制御するように構成することができる。例えば特徴、特に板２００
の特徴は、バリア部材１０の下で基板Ｗのスキャン速度を上げられるように、メニスカス
３２０が板２００に付着したままであるためにエネルギ的に好ましいよう最適化すること
ができる。第二メニスカス３２０に作用する毛管力は外方向であり、メニスカス３２０に
隣接する液体の低圧によって釣り合い、したがってメニスカスは静止したままである。例
えば粘性抵抗および慣性などによりメニスカスへの負荷が上昇すると、メニスカスと表面
との接触角が小さくなる。
【００４６】
[00060]　上述したように、板２００の半径方向最外端に１つまたは複数のガス抜き穴２
５０を設けることができ、したがって第一メニスカス３１０が多孔性材料９６の下で自由
に内向きにまたは外向きに移動し、したがって液体除去装置９５の抽出率を多孔性材料９
６が液体によって覆われている程度に従って変更できるようにする。図６に示すように、
第二メニスカス３２０は板２００の最内側下縁に付着する。図６では、板２００の最内側
下縁に、第二メニスカス３２０を所定の位置に固定するように、鋭利な縁部を設ける。
【００４７】
[00061]　図６には特に図示されていないが、液体供給システムは、液体レベルの変動を
処理する手段を有する。したがって、投影システムＰＳとバリア部材１２の間に蓄積する
液体を扱うことができ、こぼれないようにする。このような液体の蓄積は、以下で説明す
る投影システムＰＳに対するバリア部材２１の相対的動作中に生じる。この液体を扱う１
つの方法は、投影システムＰＳに対してバリア部材１２が動作する間にバリア部材１２の
周囲に圧力勾配がほぼないように、非常に大きいようなバリア部材１２を提供することで
ある。代替または追加的構成では、例えば抽出器９６に類似した単相抽出器のような抽出
器を使用して、バリア部材１２の頂部から液体を除去することができる。
【００４８】
[00062]　したがって、投影システムの最終要素と基板の間のスペースから液浸液を除去
するには、幾つかの方法があることが分かる。それは、入口２０から出てスペースを横断
し、入口２０の反対側の出口に流入する液浸液を含む（出口は図示せず）。この液浸液は
、投影ビームＰＢをいつ活性化するかに応じて、照射しても、しなくてもよい。液浸液は
抽出器７０によって除去され、この液浸液は、単相として抽出される可能性が高い。抽出
器７０から逃げる他の液浸液は、窪み８０とガス（または流体不活性ガス）ナイフ９０の
組合せで採集することができる。抽出されたこのような液浸液は全て、液体と気体の組合
せになる可能性が高い。最後に、液体は、スペースから基板テーブルＷＳを通して、基板
Ｗの縁部と基板テーブルＷＳの間から除去される可能性も高い。これには、大量のガスが
ある可能性も高い。基板（つまりレジスト）の上面と接触していた液体は、浸出によって
汚染されることもあり、したがって液体は、以下で説明するように他の液体とは異なる特
定の方法で最善に処理することができる。
【００４９】
[00063]　参照により全体が本明細書に組み込まれる米国特許出願ＵＳ１１／４７２，５
６６号およびＵＳ１１／４０４，０９１号も、液体供給システムを開示している。これら
の液体供給システムは全て、本発明の実施形態に使用することができ、特にバリア部材１
２が作動している、つまり高さおよび／またはＸまたはＹ位置、または投影システムＰＳ
に対するこれらの軸のいずれかまたは両方を中心とする回転が変化する実施形態に使用す
ることができる。
【００５０】
[00064]　基板Ｗの露光中に（これは例えばスキャン動作中など、基板の上面が実際に照
射されている時間、さらに例えばステップ動作中など、結像を開始できる位置に到達する
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ために基板Ｗが移動に費やす時間の両方を含む）、基板Ｗは、概ね基板Ｗの上面に実質的
に平行な面にある路を通って移動する。しかし、基板の高さの変化を考慮するために、基
板は光軸の方向で上下にシフトすることもでき、基板Ｗの上面の高さの変化を考慮するた
めに、光軸に対して実質的に直角の軸を中心に回転することもできる。しかし、主要な動
作は、基板の上面に実質的に平行な面の動作である。本発明の実施形態は、主要な動作を
指向するが、上述した基板の滑らかではない上面を考慮するために、他の副次的な動作も
実行することができる。
【００５１】
[00065]　従来、結像中に基板Ｗが横断する路は、基板の上面全体を結像するためにかか
る時間を最小限に抑えるように最適化される。いわゆるステップおよびスキャン方法では
、典型的な路は図７に図示されているような路である。ここで見られるように、長方形で
あり、露光される順序で番号が与えられた幾つかのダイで、基板Ｗを覆う。したがって、
「１」番ダイが最初に露光され、続いて「２」番ダイ、それに「３」番ダイなどが続く。
この説明では、「上下方向に」とは、図面に対する方向を指す。実際に、方向は例えば±
Ｘ方向になる可能性が高い。
【００５２】
[00066]　基板Ｗは、投影システムの下で、１番ダイが露光後に終了する位置から、２番
ダイの露光を開始できる位置までステップ動作で移動する。露光中に、個々の各ダイを基
板上でスキャンする。スキャン動作中、例えば両方の基板Ｗは投影システムＰＳの下方で
移動し、パターニングデバイスＰＡは投影システム上で上述したような支持構造体ＭＴに
よって移動する。
【００５３】
[00067]　図７の例では、スキャンの方向（つまり基板Ｗが投影システムに対して移動す
る方向）が個々のダイの影で図示されている。したがって、１番ダイが露光している時に
（投影システムＰＳはページに対して静止している）、基板Ｗはページの下方向に移動し
、したがってダイ１の底部は頂部より前に露光される。このように、ダイ１が上方向にス
キャンされる（グレーの影）。１番ダイの頂部が露光されたら、露光を停止し、２番ダイ
の頂部が投影システムの下に来るように、基板Ｗが左へとステップ動作する。次に、基板
Ｗがページを上方向に移動し、したがって基板は、２番ダイ（影がない）の露光中に、そ
の中で下方向にスキャンされる。２番ダイの底部に到達したら、第３ダイの底部を投影シ
ステムの下方に配置できるように、基板Ｗが左へとステップ動作する。これらの動作はま
とまって、基板の結像を構成する。つまり、露光の期間と露光が実行されていない期間と
の両方である。
【００５４】
[00068]　図７で１００の符号を付けられた点線は、基板Ｗの全体路（ステップ動作のみ
）を示し、スキャン動作は線１００で図示されず、個々の各ダイの影で示される。ここで
見られるように、結像時間を最短にするために最適化されているいわゆる蛇行路は、相互
に対して実質的に直角であるスキャン方向とステップ方向とを有する。
【００５５】
[00069]　原則的に、液浸リソグラフィには同様の種類の蛇行路を使用することができ、
実際に従来はこのように実行されていた。これは必ずしも最善の方法ではなく、より良い
方法は、スループットのためばかりではなく、生成される欠陥の数を減少させるためにも
、蛇行路を最適化することである。
【００５６】
[00070]　残念ながら、液浸液は、投影システムＰＳと基板Ｗの間の通常のガス結合より
も多くの異物粒子を有し、液体小滴も問題になることがある。粒子は、基板上の材料のも
のであるか、液体供給システムＩＨからのものである可能性が高い。液体供給システムは
、そのすぐ背後に液体の痕跡を残す。基板の上面が液体供給システムの下を通過するので
、液体供給システムの背後に残された小滴によって、液体マークが生じることがある。こ
のような小滴が長く残されるほど、液体マークが悪化する。というのは、基板Ｗの上面で
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小滴がレジストと相互作用できる時間が長くなるからである。図７の路では、粒子および
／または液体マークが、先行するダイの結像から残されることがあり、これはその後のダ
イの結像に影響する。追加的または代替的に、基板Ｗの上面で基板Ｗが方向転換する間に
、欠陥（液体マークおよび／または印刷された粒子）が生じることがある。図７の路の結
果、基板が液体供給システムの下でＸおよびＹの両方に移動し、これはベクトル速度／遠
心力の上昇につながり、粒子が付着したり、液体小滴が残ったりする可能性が高くなるこ
とがある。液浸リソグラフィで使用され、１つまたは複数の他の問題を緩和することがで
きる特定の蛇行路およびスキャン方向が、本明細書で開示されている。蛇行路は、小滴お
よび粒子が長時間にわたって残され、乾燥する、かつ／またはレジストと相互作用する可
能性があった基板の１つまたは複数の部分が、液体供給システムＩＨの下を通過する必要
がないような路であることが理想的である。
【００５７】
[00071]　基板テーブルＷＴおよび支持構造体ＭＴの位置の制御は、選択した蛇行路で予
めプログラムできる制御装置によって整合される。本発明の実施形態では、スループット
と欠陥減少との双方のために蛇行路を最適化する。
【００５８】
[00072]　図８は、本発明の実施形態を示す。全体路１１０が点線で図示され、個々の各
ダイの影は、図７と同様にスキャンされる方向を示す。各ダイのスキャン方向は、基板が
移動する第一方向、つまりステップ方向に実質的に平行な方向であることが、すぐに分か
る。投影システムの下にある場合の基板の全体動作は、第一方向に実質的に平行な方向で
、またはその方向に沿って（第一方向に実質的に平行または実質的に逆平行に）後方また
は前方への方向のみである。つまり、ダイ１の底部が露光を開始できる位置になるように
、基板Ｗが移動する。露光が開始すると、基板Ｗは想像線の静止した投影システムに対し
てページを下方向に移動し、それと同時にパターニングデバイスＭＡが一方の先端から他
方へとスキャンされる。ダイ１の頂部に到達し、露光したら、露光が停止し、次にパター
ニングデバイスが開始位置へと戻り、これで第二ダイの露光を開始することができる。ダ
イ１の最後とダイ２の始めとの間に小さいステップがあってもなくてもよい。この方法で
、基板を列状に結像する。つまり、基板が１方向にしか移動しない状態で、基板と交差す
る１列（直線）のダイを結像する。基板の上面を全て結像できるように、多数の平行な列
のダイを結像する。基板の動作方向は、隣接する列間で都合よく変更することができる。
基板のステップおよびスキャン動作が組み合わされていることが分かる。
【００５９】
[00073]　基板上かつ液体供給システムＩＨの下で蛇行路が方向転換することは、これら
の方向転換を基板の外側で実行することにより、完全に回避される（このような方向転換
は、基板テーブルＷＴの上面で実行すると効果的である）。つまり、点線１１０で示され
たように、基板が投影システムの下にない時に、方向転換する。第一列のダイが結像され
たら、基板Ｗの動作は１８０°逆転し、第二列のダイ１１４が結像される。第二列のダイ
１１４の場合、基板Ｗの全体的動作の方向が変化しているので、スキャン方向も変化し、
したがってスキャン方向とステップ方向は両方とも同じになる。図８の蛇行路を調べる１
つの方法は、各列のダイ１１２、１１４の端部で、ステップ動作しか実行されていないこ
とである。しかし、１つのダイの露光が終了してから、次のダイの露光が開始するまでの
間に、小さいステップを実行する必要があることもある。
【００６０】
[00074]　全てのダイが露光されたら、基板テーブルＷＴに配置された終了プレートが隣
接している（つまり、液体供給システムＩＨが基板Ｗの結像の最後にあるので、基板テー
ブルＷＴの同じ側にある）ように、基板テーブルＷＴを投影システムの下に配置すると有
利である。これは、スループットの時間を短縮する。液体供給システムＩＨを常に液体で
満たして、投影システムＰＳの最終要素の乾燥を防止することができるように、基板交換
中にバリア部材１２を密封するために、終了プレートを、液体供給システムＩＨの下側に
、例えば図５または図６のバリア部材１２の中心開口上に配置されたダミー基板とみなす
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ことができる。結像を都合のよい位置で確実に停止するというこの概念は、他の理由から
も実現することができる。例えば、結像は、ビームＢで照明する必要があるセンサの付近
で、または基板テーブルを直接交換する（例えば古い基板テーブルが出て行くにつれ、単
にその背後で投影システムの下を移動することにより、新しい基板が古い基板に取って代
わる）縁部の付近で、結像を終了することができる。
【００６１】
[00075]　図８の蛇行路は、かかる時間の点で、図７に示す標準的な蛇行路より約３０％
効率が低い。これは、１列のダイにある連続するダイの結像中にパターニングデバイスＭ
Ａを開始位置へと戻す必要があること、さらに蛇行路が基板Ｗの区域の外側で方向転換で
きるために、基板をダイの列の端部よりさらに少々先まで移動する必要があることにも関
係がある。スループットのロスは、パターニングデバイスの動作速度を上げることによっ
て減少させることができる。
【００６２】
[00076]　図９は、別の実施形態の蛇行路１２０を示す。この実施形態では、露光すべき
ダイの順序により、基板Ｗの頂部が最初に露光され、スキャン動作が全て下方向であるこ
とが保証される。液体供給システムＩＨは、粒子に乾燥する機会がない限り、基板がその
下を移動する時に、粒子をその進路から運び出すことができる。したがって、この実施形
態の概念では、各スキャンの下方向へのスキャン動作の結果、基板の上面を掃討する作用
になり、したがって粒子は、基板のいずれかの側へと押し出され、基板の底部に向かうこ
とになる。言うまでもなく、例えば基板テーブルの幾何学的形状が適している場合、スキ
ャンおよびステップ動作は上方向でよい。実施形態では、最後のダイが露光された後、基
板は液体供給システムＩＨの下を通過しない。
【００６３】
[00077]　図９には図示されていないが、以上の実施形態のように基板Ｗではなく基板テ
ーブルＷＴが投影システムの下に配置されている場合にのみ、蛇行路の方向転換を実行す
るように、制御装置で基板Ｗを制御することができる。
【００６４】
[00078]　図１０に示す実施形態では、図８に関して説明した実施形態の場合と同じ路を
逆転する。しかし、蛇行路の第一パス１３１では１つおきのダイしか露光されず、第一パ
ス１３１で露光されなかったダイが（毎回、ステップ方向と同じ方向でスキャンすること
により）露光される第二パス１３２も実行される。したがって、ダイ１をスキャンによっ
て露光し、ダイ３１になるものをまたぎ、ダイ３をスキャンによって露光し、以下同様と
なる。この実施形態の概念では、基板Ｗが露光されないダイ上を移動する間に、パターニ
ングデバイスＭＡが、ステップ動作と同じ方向で次のスキャンのために開始位置へと戻る
ことが可能であるので、スループットは上昇する。この実施形態および特に次では、１列
のダイの結像中に、基板テーブルの速度は実質的に一定に維持され（または、少なくとも
ステージが移動し続け）、したがってステップ動作とスキャン動作とが同時に実行され、
遷移時に速度変化がない。ステップ期間中に、パターニングデバイスは開始位置へと戻る
。
【００６５】
[00079]　別の実施形態は、図１０に関して説明した実施形態と同様であり、図１１に図
示されている。図１１から分かるように、蛇行路の３つのパス１４１、１４２、１４３が
横断し、２つおきのダイのみが露光される。それ以外は、原理は図１０に関して説明した
実施形態と同じである。
【００６６】
[00080]　別の実施形態が図１２に図示されている。この実施形態では、列状のダイを結
像する。上方向へのスキャンとステップを組み合わせた動作中に、（図示された状態で）
最も下にあるダイを除き、列状のダイの各ダイが露光される。次に、基板Ｗの方向が逆転
し、列状のダイの底部ダイに到達するまで、各ダイが（ステップとして）投影システムの
下を通過し、到達した時点で、露光しながら下方向にスキャンされる。これが１０列のダ
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イ全部で実行され、つまり、投影システムの下の基板の全区域の最終パスが下方向になる
。その目的は、全ての粒子が液体供給システムＩＨの前方に押され、基板テーブルＷＴの
基板Ｗ底部にある部分へと向かうことである。
【００６７】
[00081]　別の実施形態が図１３に図示されている。この実施形態では、各列のダイが投
影システムＰＳの下を２回、最初は上方向に、２回目は下方向に通過する。各パスで、１
つおきのダイしか露光されず、これは基板Ｗの全体的動作と同じ方向のスキャン動作で露
光される。したがって、図１３では第一パスでダイ１および２を上方向のスキャンで露光
し、ダイ４および３になるものをまたぐ。基板Ｗが投影システムの下を通過した後、基板
の動作方向は逆転し、ダイ３および４を下方向のスキャンによって露光する。ダイ５～９
を備える次の列のダイを、同じ方法で結像し、以下同様となる。
【００６８】
[00082]　別の実施形態が図１４に図示されている。この実施形態では、２列のダイを囲
む回路を、１段で２回横断する。回路の第一パスでは、第一列のダイが上方向に投影シス
テムの下を通過し、１つおきのダイが露光される。したがって、第一パスではダイ１およ
び２を上方向のスキャンで露光する。次に、第二列のダイ３、４、５を下方向の復路で露
光する（例えば１つおきのダイを露光する）（露光中のスキャンは下方向である）。回路
の第二パスでは、回路の第一パスで露光されなかったダイを露光する。したがって、ダイ
６および７が上方向のスキャンで露光され、ダイ８および９が下方向のスキャンで露光さ
れる。
【００６９】
[00083]　別の実施形態が図１５に図示されている。この実施形態は、図７に示した従来
通りのスキャンと同じ方法でスキャンされたボックス１８０でマークされた中心部分を含
む複合実施形態である。つまり、スキャンおよびステップ方向は、相互に対して実質的に
直角である。中心区間１８０を結像した後、中心区間１８０の上の粒子を移動させる掃討
路が続き、中心区間１８０の下の粒子は、基板Ｗの下側へと下方向に移動する。これは、
中心区間１８０の外側のダイを露光中に、基板の中心から離れる方向にスキャンすること
によって達成される。
【００７０】
[00084]　全ての実施形態で、結像はどこでも開始し、終了することができ、例えば図８
に関して説明した実施形態では、結像を、右上または左上または左下で開始し、それぞれ
左上または右上または右下で終了することができる。言うまでもなく、任意の実施形態の
任意の形体を任意の他の実施形態と組み合わせられることを認識されない。
【００７１】
[00085]　本文ではＩＣの製造におけるリソグラフィ装置の使用に特に言及しているが、
本明細書で説明するリソグラフィ装置には他の用途もあることは言うまでもない。例えば
、これは、集積光学装置、磁気ドメインメモリ用誘導および検出パターン、フラットパネ
ルディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドなどである。こうした代
替的な用途に照らして、本明細書で「ウェーハ」または「ダイ」という用語を使用してい
る場合、それぞれ、「基板」または「ターゲット部分」という、より一般的な用語と同義
とみなしてよいことは、当業者に明らかである。本明細書に述べている基板は、露光前ま
たは露光後に、例えばトラック（通常はレジストの層を基板に塗布し、露光したレジスト
を現像するツール）、メトロロジツールおよび／またはインスペクションツールで処理す
ることができる。適宜、本明細書の開示は、以上およびその他の基板処理ツールに適用す
ることができる。さらに、基板は、例えば多層ＩＣを生成するために、複数回処理するこ
とができ、したがって本明細書で使用する基板という用語は、既に複数の処理済み層を含
む基板も指すことができる。
【００７２】
[00086]　本明細書で使用する「放射」および「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）
放射（例えば、３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍまたは１２６ｎｍの波
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【００７３】
[00087]　「レンズ」という用語は、状況が許せば、屈折、反射、磁気、電磁気および静
電気光学部品を含む様々なタイプの光学部品のいずれか、またはその組合せを指す。
【００７４】
[00088]　以上、本発明の特定の実施形態を説明したが、説明とは異なる方法でも本発明
を実践できることが理解される。例えば、本発明は、上記で開示したような方法を述べる
機械読み取り式命令の１つまたは複数のシーケンスを含むコンピュータプログラム、また
はその内部に記憶されたこのようなコンピュータプログラムを有するデータ記憶媒体（例
えば半導体メモリ、磁気または光ディスク）の形態をとることができる。
【００７５】
[00089]　本発明の１つまたは複数の実施形態は、任意の液浸リソグラフィ装置に、特に
上記で言及したタイプに、液浸液が槽の形態で設けられていても、基板の局所的表面のみ
であっても適用可能であるが、それに限定されない。本明細書で想定するような液体供給
システムは、広義に解釈されたい。特定の実施形態では、投影システムと基板および／ま
たは基板テーブルとの間のスペースに液体を提供する機構または構造の組合せでよい。こ
れは、液体をスペースに提供する１つまたは複数の構造、１つまたは複数の液体入口、１
つまたは複数の気体入口、１つまたは複数の気体出口および／または１つまたは複数の液
体出口の組合せを備えることができる。実施形態では、スペースの表面が、基板および／
または基板テーブルの一部であるか、スペースの表面が、基板および／または基板テーブ
ルの表面を完全に覆うか、スペースが基板および／または基板テーブルを包んでよい。液
体供給システムは、任意選択でさらに、液体の位置、量、品質、形状、流量または任意の
他の特徴を制御する１つまたは複数の要素を含んでよい。
【００７６】
[00090]　上記の説明は例示的であり、限定的ではない。したがって、請求の範囲から逸
脱することなく、記載されたような本発明を変更できることが当業者には明白である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】[00021]　本発明の実施形態によるリソグラフィ装置を示した図である。
【図２】[00022]　リソグラフィ投影装置に使用する液体供給システムを示した図である
。
【図３】[00022]　リソグラフィ投影装置に使用する液体供給システムを示した図である
。
【図４】[00023]　リソグラフィ投影装置に使用する別の液体供給システムを示した図で
ある。
【図５】[00024]　本発明の実施形態に使用可能な液体供給システムを示した断面図であ
る。
【図６】[00025]　本発明の実施形態とともに使用してよいさらなるタイプの液体供給シ
ステムを示した断面図である。
【図７】[00026]　結像中に投影システムの下の基板の従来通りの経路を示した略図であ
る。
【図８】[00027]　本発明の実施形態による結像経路を示した図である。
【図９】[00028]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１０】[00029]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１１】[00030]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１２】[00031]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１３】[00032]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１４】[00033]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
【図１５】[00034]　本発明の別の実施形態による結像経路を示した図である。
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